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令和７年 12 月 19 日（金） 第 679 号 
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入 札 説 明 書 

 

 

 

＜入札事項名＞ 

 

鹿児島県有施設その１（33 施設）で使用する電気 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒890-8577 

鹿児島市鴨池新町 10 番１号 

鹿児島県出納局管財課 

電話番号 099-286-3800 



入 札 説 明 書 

 

鹿児島県有施設その１（33 施設）で使用する電気の購入に係る一般競争入札については，関

係法令に定めるもののほか，この入札説明書によるものとする。 

 

１ 入札公告日      令和７年 12 月 19 日（金） 

 

２ 入札執行者      鹿児島県知事 塩田 康一 

 

３ 契約担当課      鹿児島県出納局管財課 

住  所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 10 番１号 

電話番号 099-286-3800 

FAX 番 号 099-286-5641 

 

４ 入札に付する事項 

  件  名      鹿児島県有施設その１（33 施設）で使用する電気 

（別紙「対象施設一覧表」のとおり） 

  内  容      「各施設の仕様書」のとおり 

 

５ 入札に参加する者に必要な資格 

入札に参加する者は，次に掲げる条件をすべて満たすものとする。 

  物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱（昭和 52 年鹿児島県告示第 166 号）第

３条第３項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって，当該資格を入札

書の提出期限の時点で有するものであること。 

  入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第２条第１

項各号のいずれにも該当しない者であること。 

  電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者

であること。 

  供給開始日から送電をすることが可能である者であること。 

 

６ 入札参加資格の確認に関する事項 

上記５の資格を有することを確認するため，入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに

110 円切手を貼付した返信用封筒（定型長３）を提出すること。 

  受付期間 令和７年 12 月 19 日（金）から令和８年１月 23 日(金）までのそれぞれの

日（県の休日を除く。）の午前８時 30 分から午後５時 15 分までとする。 

  受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係 

住  所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番１号 

電話番号 099-286-3798 

F AX 番 号 099-286-5641 

  確認する資料 

ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通

知書 

イ 電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者であることを証する書類 

ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類 

（詳細については，「資格に係る詳細事項」のとおり） 

エ 別紙１に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書 

（評価基準は，別紙２のとおり） 



  入札参加資格確認申請書に係る結果通知は，令和８年１月 30 日（金）までに入札参加

資格確認通知書により通知する。 

 

７ 入札説明会 

 入札説明会は行わない。 

 

８ 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧 

入札説明書等に対する質問は，文書により次の受付場所に持参し，または郵送により行う

ものとする。 

また，質問に対する回答書については，閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うも

のとする。 

  質問書受付場所 前記３に同じ 

  質問書受付期限 令和８年１月 13 日（火）午後５時まで 

  回答書閲覧場所 前記３に同じ 

  回答書閲覧期間 令和８年１月 19 日（月）から令和８年１月 30 日（金）までのそれぞ

れの日（県の休日を除く。）の午前９時から午後５時までとする。 

 

９ 入札書の記載 

  見積金額は，各施設の契約電力に係る基本料金，使用電力量に係る使用電力料金及び

調整料金（各割引等）の総額とする。 

見積金額の 110 分の 100 に相当する金額を参考総価比較額とする。 

なお，「電気料金総価内訳書」（様式１）にその積算内訳として，契約電力に係わる

基本料金，使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価

（課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。）を乗じて計算した

金額を記載すること。 

電気料金総価内訳書に記載する各単価に１銭未満の端数があるときは，その端数金額を

切り捨てるものとし，割引率又は加算率があるときは，少数点以下４位未満の端数を切り

捨てるものとする。 

ただし，入札書に記載する金額は，参考総価比較額とする。 

また，力率調整については，基本料金に含めるものとする。 

⑵ 落札決定に当たっては，入札書に記載された入札金額に 100 分の 10 に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とする。 

 

10 入札 

入札に参加する者は，入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便（配達を証明することが

できる郵便又は信書便とし，提出期限内に必着とする。）により，次のとおり提出すること。 

  入札書の提出期限  令和８年２月６日(金) 正午まで 

  入札書の提出場所  鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係 

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番１号 

  入札書は，直接提出する場合は封書に入れ密封し，かつ，その封皮に氏名（法人の場合

はその名称または商号）及び「令和８年２月９日開封〔鹿児島県有施設その１（33 施設）

で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし，郵便又は信書便による入札の場合は二重封

筒とし，入札書を中封筒に入れ密封の上，当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様

に氏名等を朱書きし，外封筒の封皮には「令和８年２月９日開封〔鹿児島県有施設その１

（33 施設）で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。 

  入札参加者は，代理人をして入札させるときは，委任状を提出しなければならない。 

  入札者又はその代理人は，提出した入札書の書換え，引替え，又は撤回をすることが

できない。 



  入札者又はその代理人が，相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で，競争入札を公正に

執行することができない状態にあると認めたときは，当該入札を延期し，又はこれを中止す

ることがある。 

 

11 最低制限価格 

設定しない。 

 

12 入札保証金 

  免除する。 

 

13 契約保証金 

免除する。 

 

14 開札 

  開札は，入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において，入

札者又はその代理人が立ち会わないときは，当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせ

て行う。 

  開札日時及び場所 

日時  令和８年２月９日(月) 午前９時 00 分から 

場所  鹿児島県庁（行政庁舎１階）管財課入札室 

 

15 入札の無効 

次の から⑺までのいずれかに該当する入札は，無効とする。 

  入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

  ２以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入札 

  入札金額が加除訂正されている入札書による入札 

  入札要件の判明できない入札書，入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又

は入札者の押印のない入札書による入札 

  記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による

入札 

  民法（明治 29 年法律第 89 号）第 95 条に規定する錯誤による入札であると入札執行者

が認めた場合の入札 

  その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札 

 

16 落札者の決定の方法 

  有効な入札書を提出した者で，予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をも

って申し込みをしたものを落札者とする。 

  落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは，直ちに当該入札者にくじを

引かせ，落札者を決定するものとする。この場合において，当該入札者のうち開札に立ち

あわない者，又はくじを引かない者があるときは，これに代えて当該入札事務に関係のな

い職員にくじをひかせるものとする。 

  契約は，電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価，使用電力量料金の単価

及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。 

 

17 落札者がない場合の処置 

開札をした場合において落札者がないときは，地方自治法施行令第 167 条の８第４項の規

定により再度の入札をすることができる。この場合において，再度の入札は，入札者又はそ

の代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で，郵便又は信書便入札を

含む場合にあっては別に定める日時，場所において行う。 



 

18 支払条件 

  落札者は，各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が，毎月末日の 24 時に計量器

に記録された値を読みとり，計量した使用電力量（前月の計量から当月の計量までの使用

電力量をいう。）を受領し，その値を県（各施設）に通知するものとする。 

  県（各施設）の検収後，落札者の定める任意の様式による請求書により，電気料金の支

払いを県（各施設）に請求するものとする。 

  県（各施設）は， の請求があったときは，請求書を受理した日から起算して 30 日以

内に支払わなければならないものとする。 

 

19 契約書作成 

  落札者は，落札の通知を受けた日から起算して５日以内に契約の案を提出しなければな

らない。 

  落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは，その落札は効力を失う。 

 

20 異議の申立て 

入札した者は，入札後，入札説明書，仕様書，契約書式等についての不明を理由として異

議を申し立てることはできない。 

 

21 その他 

  入札参加者は，契約書及び仕様書を熟読のうえ，入札しなければならない。 

  契約書，仕様書は次の機関で配布するものとする。また，30 分毎の使用電力量（kwh）

については，希望者にデータを配布するものとする。 

前記３に同じ 

  契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は，日本語及び日本通貨に限る。 

  この調達は，世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。 

  この入札に係る契約は，令和８年４月１日（水）に確定する。 

  その他詳細不明な点については，鹿児島県出納局管財課に照会すること。 

 



入札参加資格確認申請書 

 

令和 年 月 日 

 

鹿児島県知事 塩田 康一 殿 

 

 

住 所 

商号及び名称 

代 表 者 氏 名                  印 

 

 

令和７年 12 月 19 日付けで入札公告のありました鹿児島県有施設その１（33 施設）で使用す

る電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので，下記の書類を添えて申請しま

す。 

なお，下記１に掲げる資格要件にすべて該当する者であること，さらに添付書類の内容につ

いては事実と相違ないことを誓約します  

 

記 

 

 

１ 入札に参加する者に必要な資格 

 

⑴ 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱（昭和 52 年鹿児島県告示第 166 号）第

３条第３項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって，当該資格を入

札書の提出期限の時点で有するものであること。 

 

⑵ 入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第２条第１

項各号のいずれにも該当しない者であること。 

 

⑶ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者

であること。 

 

⑷ 供給開始日から送電をすることが可能である者であること。 

 

 

２ 添付書類 

 

⑴ 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書 

 

⑵ 電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者であることを証する書類 

 

⑶ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類 

 

⑷ 別紙１に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書 

 

  



管第     号 

令和 年 月 日 

 

 

 

商号又は名称 

代表者名               様 

 

 

 

鹿児島県知事 塩田 康一 

 

 

 

入札参加資格確認審査の結果について（通知） 

 

 

 

先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について，下記のとおり通知します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 入札件名     鹿児島県有施設その１（33 施設）で使用する電気 

 

２ 判  定         合 格  ・  不合格 

 

※ 不合格の理由 

 

 

 

なお，この確認申請をした日から入札日までの間で，当該入札の参加資格に関する事項に変

更が生じた場合は，変更内容を記した変更届に，変更事項を証明できる書類を添えて，遅滞な

く届け出て下さい。 

  



 

入 札 保 証 金 納 付 書 

 

第   号 

 

     

 

 

 一 金 

 

 

  

ただし，鹿児島県有施設その１（33 施設）で使用する電気に係る入札 

保証金 

 

現 金 

その他  証 券 名 

記号番号 

額面金額 

 

上記のとおり納付します。 

年  月  日 

契約担当者 

鹿児島県知事 塩田 康一 殿 

納入者 住 所 

 

氏 名                印 

 

入 札 保 証 金 領 収 書 

第   号 

 

 

 

 一 金 

 

 

  

ただし，鹿児島県有施設その１（33 施設）で使用する電気に係る入札 

保証金 

 

現 金 

その他  証 券 名 

記号番号 

額面金額 

 

上記のとおり領収しました。 

年  月  日 

 

出納員等 

氏 名                    印 

 

取扱者                   印 

 

 

殿 

 

  



 

 

                     入 札 保 証 金 還 付 請 求 書 

 

                                                                    第   号 

 

     

 

 

 一 金 

 

 

  

            ただし，鹿児島県有施設その１（33 施設）で使用する電気に係る入札 

     保証金 

 

       現 金 

       その他  証 券 名 

            記号番号 

            額面金額 

 

   上記の入札保証金の還付を請求します。 

      年  月  日 

  契約担当者 

    鹿児島県知事 塩田 康一 殿 

                                    住 所 

 

                   氏 名                印  

 

 

             

    上記のとおり領収しました。 

     

 

          年  月  日 

 

      

      出納員等 

      

                               殿 

      

 

                   住 所    

    

                   氏 名                              印 

 

    

 

    

 

 



 

 

入   札   書  

 

     入 札 事 項  ：  鹿 児 島 県 有 施 設そ の １ （ 33 施 設） で 使 用 す る 電 気  

 

 

     参 考 総 価 比較 額  

 

     一 金  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   上 記 の と お り 入札 し ま す 。  

 

    令 和   年   月   日  

 

    契 約 担 当 者   

          鹿 児 島 県 知 事  塩 田  康 一  殿  

 

               住  所  

 

                            氏  名                 印  

 

注    入 札 金 額 は ，見 積 も っ た 契 約金 額 の  110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を記  

  載 す る も のと す る 。  

     令 和   年   月   日 上 記 入 札 金 額の 100 分 の 110 に 相 当  

    す る金 額 で 落 札 決 定 通知                    印  



 

 

 

資格に係る詳細事項 

 

 

 入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」で

あることを示す資料とは，概ね次のとおりです。 

 

 

 記述内容  全体的な供給開始日までの流れ（日程表） 

 

 詳  細  ① 本件に係る電源の確保状況 

       ② 九州電力送配電との接続供給に係る諸手続の状況 

       ③ 給電運用に係る諸手続の状況 

       ④ 計量器関係の工事計画 

 

 

※注１ 上記において，既に交付を受けている書類があれば，関係書類の写しを添付すること。 

※注２ 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は，上記以

外の内容も認めます。 

 



調整
料金

契約
電力

kW (A)

単価
円/kW
(B)

基本料金(円)
(A)×(B)×12
月×0.85　①

区分
使用

電力量
kWh

単価
円／kWh

年間電力
使用料金

円

電力使用料
年間合計
(円)　②

詳細
別紙
③

夏季 111,632
その他季 288,082

夏季休日 105,169
その他季休日 221,196
夏季平日 188,452
その他季平日 378,679

夏季 90,440
その他季 158,042

夏季休日 35,394
その他季休日 77,729
夏季平日 92,559
その他季平日 169,738

夏季 15,132
その他季 30,456

夏季 52,982
その他季 109,419

夏季休日 20,547
その他季休日 51,136
夏季平日 50,296
その他季平日 116,679

夏季 141,886
その他季 343,306

夏季 119,069
その他季 266,183

夏季休日 38,092
その他季休日 62,936
夏季平日 86,924
その他季平日 142,959

夏季 81,931
その他季 167,798

夏季休日 9,440
その他季休日 32,621
夏季平日 20,911
その他季平日 66,021
夏季休日 10,996
その他季休日 21,292
夏季平日 24,074
その他季平日 44,535
夏季休日 7,592
その他季休日 15,822
夏季平日 16,368
その他季平日 33,088

夏季 16,563
その他季 39,840

夏季 47
その他季 341

夏季 383,306
その他季 793,910

農業開発総合センター
（農業大学校）

344

畜産試験場 肉乳用牛施
設

12

肝属家畜保健衛生所 26

フラワーセンター 20

畜産試験場 養鶏施設 27

畜産試験場 養豚施設 39

鹿児島中央家畜保健衛生
所

140

肉用牛改良研究所 97

畜産試験場 本館 127

大隅加工技術研究セン
ター

163

鹿児島県環境放射線監視
センター

71

消防学校 107

森林技術総合センター 25

環境保健センター 錦江
庁舎

164

環境保健センタ− 城南
庁舎

121

歴史・美術センター黎明
館

750

鹿児島県有施設その１（33施設)で使用する電気
（電気料金総価内訳書）

施設名

基本料金（力率100％）　 電力使用料金 合計金額
(基本料金)①＋

(電力量料金)②＋
(調整料金)③

備考

鹿児島県立短期大学 228



調整
料金

契約
電力

kW (A)

単価
円/kW
(B)

基本料金(円)
(A)×(B)×12
月×0.85　①

区分
使用

電力量
kWh

単価
円／kWh

年間電力
使用料金

円

電力使用料
年間合計
(円)　②

詳細
別紙
③

（電気料金総価内訳書）

施設名

基本料金（力率100％）　 電力使用料金 合計金額
(基本料金)①＋

(電力量料金)②＋
(調整料金)③

備考

夏季休日 40,234
その他季休日 70,092
夏季平日 86,193
その他季平日 147,003

夏季 428,907
その他季 971,349

夏季 188,561
その他季 326,952

夏季 153,442
その他季 296,021

夏季 102,715
その他季 211,149

夏季 100,853
その他季 183,877

夏季 83,498
その他季 157,401

夏季 89,691
その他季 169,042

夏季 56,241
その他季 117,892

夏季 51,352
その他季 126,535

夏季 49,182
その他季 104,111

夏季 55,581
その他季 111,737

夏季 47,686
その他季 95,836

夏季 56,897
その他季 93,736

夏季 25,363
その他季 44,116

夏季 9,133
その他季 18,509

※鹿児島地域振興局本庁舎の予備電源料金は，

鹿児島地域振興局第二庁
舎

19

南薩地域振興局第二庁舎 50

　基本料金＝契約電力(A)×単価(B)×12月として算出すること。

見積金額

南薩地域振興局指宿庁舎 91

北薩地域振興局出水庁舎 79

参考総価比較額
（入札金額）

参考総価比較額（入札金額）=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)

北薩地域振興局第二庁舎 92

大隅地域振興局曽於庁舎 74

姶良・伊佐地域振興局伊
佐庁舎

72

鹿児島地域振興局日置庁
舎

86

姶良・伊佐地域振興局霧
島庁舎

148

南薩地域振興局本庁舎 149

北薩地域振興局本庁舎 146

姶良・伊佐地域振興局本
庁舎

167

予備電源※ 184

鹿児島地域
振興局本庁
舎

本受電 184

大隅地域振興局本庁舎 282

農業開発総合センター
（耕種試験研究施設）

379

農業開発総合センター
（農業大学校付帯施設）

110


























































































































































